
議　　案　　名
担当課等及び係名
電話番号(直通)

概　　　　　　　　　要

監理課

契約検査係

0964-26-5533

福祉課

子育て支援係

0969-28-3351

福祉課

子育て支援係

0969-28-3351

福祉課

子育て支援係

0969-28-3351

福祉課

子育て支援係

0969-28-3351
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　子ども・子育て支援法第20条の規定に基づく保育給付の支給認定に関
し、保育の必要性の認定基準を定める必要があるため、条例を制定する
ものです。
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上天草市放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条例
の制定について

　上天草市が発注する建設工事に関し、入札及び契約手続の透明性並び
に公正な競争を確保するため、公正中立の立場で客観的に入札を監視す
る第三者機関を設置することに伴い、条例を制定するものです。

　子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設（保育所
等）及び特定地域型保育事業（家庭的保育事業等）の運営に関する基準
を定めるため、条例を制定するものです。

　子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律における児童福祉法の一部の改正に伴い、家
庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事
業、事業所内保育事業）の設備及び運営に関する基準を定めるため、条
例を制定するものです。

　子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律における児童福祉法の一部の改正に伴い、放
課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の設備及び運営に関する基
準を定めるため、条例を制定するものです。

平成２６年第４回上天草市議会定例会　議案概要

1
上天草市入札監視委員会設置条例の制
定について

2
上天草市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準を
定める条例の制定について

3
上天草市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の制定
について

上天草市保育の必要性の認定に関する
基準を定める条例の制定について



財政課

財政係

0964-26-5528

保健課

国民健康保険係

0969-28-3354

保健課

0969-28-3354

高齢者ふれあい課

管理係

0969-28-3360

環境衛生課

衛生係

0964-26-5524

　前年度繰越金の確定に伴い、500万円を増額し、歳入歳出それぞれ
3,002万5千円とするものです。（予算総額は、前年度同期比945万4千円
の増となります。）
歳入では、繰越金を500万円増額し、歳出では、斎場基金費を300万円、
予備費を200万円増額するものです。

平成26年度上天草市介護保険特別会計
補正予算（第2号）

平成26年度上天草市斎場特別会計補正
予算（第1号）
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平成26年度上天草市国民健康保険特別
会計（事業勘定）補正予算（第2号）

平成26年度上天草市診療所特別会計補
正予算（第1号）

　前年度繰越金の確定及び退職者医療療養給付費交付金の超過交付に伴
い、3億2,052万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を51億9,159万2千円
とするものです。歳入は前年度繰越金3億2,052万2千円の増、歳出は退職
者医療療養給付費交付金返納金3,574万9千円と歳入歳出予算額調整のた
め予備費2億8,477万3千円の増です。

　前年度繰越金の確定、湯島へき地診療所屋根防水補修及び前年度のへ
き地診療所運営補助金の超過交付に伴い、195万円を追加し、歳入歳出予
算の総額を7,743万2千円とするものです。歳入は前年度繰越金195万円の
増、歳出は修繕費45万円、へき地診療所運営費補助金返納金2万3千円、
歳入歳出予算額調整のため予備費147万7千円の増です。

　歳入歳出の予算総額にそれぞれ1億374万7千円を増額し、36億3,405万5
千円とするものです。歳入は、平成25年度決算による繰越金1億169万8千
円及び介護給付費の確定に伴う支払基金交付金204万9千円を計上し、歳
出は、給付管理事務用のパソコン購入費17万円と、平成25年度の介護給
付費及び地域支援事業費の確定に伴い、国、県への返還金2,307万5千円
及び繰出金1,464万9千円と歳入調整として予備費に6,585万3千円を計上
しています。
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平成26年度上天草市一般会計補正予算
（第3号）

  歳入歳出の予算にそれぞれ11億5,964万5千円を増額し、予算総額を183
億8,765万2千円とするものです。歳入の主なものは、平成25年度決算に
おける繰越金10億8,839万2千円、平成25年度国の経済対策によるがんば
る地域交付金9,168万2千円などです。歳出の主なものは、減債基金積立
金6億円、旧松島庁舎及び旧保健センター解体工事8,900万円、農地等災
害復旧工事2,100万円、保育士等処遇改善臨時特例費1,916万8千円などで
す。



観光おもてなし課

観光総務係

0964-26-5512

都市整備課

水環境課

0969-28-3366

建設課

管理係

0969-28-3350

保健課

後期高齢者医療年金係

0969-28-3375

水道局

庶務係

0969-28-3369
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平成26年度上天草市天草四郎メモリア
ルホール特別会計補正予算（第1号）

平成26年度上天草市公共下水道事業特
別会計補正予算（第1号）

平成26年度上天草市物揚場造成事業特
別会計補正予算（第1号）

平成26年度上天草市後期高齢者医療特
別会計補正予算（第2号）

平成26年度上天草市水道事業会計補正
予算（第1号）

　予算総額3,185万3千円に補正額258万7千円を増額し、歳入歳出それぞ
れ3,444万円とするものです。補正額の主なものは、歳入で前年度繰越金
76万円及び一般会計繰入金182万7千円を増額し、歳出で備品購入費246万
6千円を増額するものです。

　予算総額4億375万7千円に補正額1,007万4千円を増額し、歳入歳出それ
ぞれ4億1,383万1千円とするものです。歳入は平成25年度決算による繰越
金807万4千円及び県支出金200万円を増額し、歳出は主に生活排水適正処
理重点推進事業補助金を400万円、予備費638万5千円を増額するもので
す。

　平成26年度の既定の歳入歳出予算の総額に前年度から繰り越した金額
18万9千円を増額するものです。

　前年度繰越金の確定に伴い、239万4千円を追加し、歳入歳出予算の総
額を3億7,370万9千円とするものです。歳入は前年度繰越金239万4千円の
増、歳出は歳入歳出予算額調整のため予備費239万4千円の増です。

　収益的収支は、収入で熊本県の高規格道路整備に伴う、大矢野町第4水
源の資産売却で256万3千円の増額、支出では人事異動に伴う人件費の組
替、及び電気料金値上げ分、受水費の3％消費税の増額、固定資産除却費
の減額で、予備費を1,475万5千円とするものです。資本的収支は、収入
で北部第4水源固定資産売却代金18万円の増額、支出では人件費の47万3
千円の減額と営業設備費300万円の増額、及び企業債借入額の確定に伴う
支払い元金を243万6千円増額するものです。
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上天草総合病院

庶務係

0969-62-1122

上天草総合病院

庶務係

0969-62-1122

産業雇用創出課

企業誘致・産業支援係

0964-26-5531

財政課

財政係

0964-26-5528

水道局

庶務係

0969-28-3369

　在宅支援事業の実施等に伴い、収益的収入においては、医業外収益を
100万8千円減額し、介護老人保健施設収益を203万2千円増額するもので
す。収益的支出においては、看護学校費用を188万6千円、訪問看護ス
テーション費用を60万6千円、介護老人保健施設費用を233万3千円増額
し、教良木診療所費用を60万6千円、予備費を275万1千円減額するもので
す。資本的収支においては、看護専門学校の建替事業に係る建築資材及
び労務単価の上昇等に伴い、収入では、企業債を2億2,610万円増額、補
助金を5,250万円減額し、支出では、建設改良費を1億6,099万3千円増額
するものです。

　自己資本金の額を減少し利益剰余金に振り替えることについて、地方
公営企業法第32条第4項の規定により議会の議決を求めるものです。

平成26年度上天草市立上天草総合病院
事業会計補正予算（第1号）

平成25年度上天草市立上天草総合病院
事業会計自己資本金の額の減少につい
て

財産の無償貸付について

平成25年度上天草市歳入歳出決算の認
定について
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　前島地区総合開発事業に関し、民間企業の事業が、「上天草市第２次
総合計画」のまちづくり戦略に合致すると認められ、かつ、新たな施設
を市と協働で一体的に整備するため、市有地を無償で貸し付けるもので
す。

　地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度の一般会計及び国
民健康保険特別会計（事業勘定）他8件の特別会計の歳入歳出決算につい
て認定を求めるものです。

　地方公営企業法第30条第４項の規定により平成25年度上天草市水道事
業決算について認定を求めるものです。収益的収支では収入、税抜き8億
4,868万円に対し、支出、8億3,397万円で、差引き1,471万円の純利益と
なりました。資本的収支では、税込み収入額4,959万円に対し、支出額3
億6,602万円で、差引き3億1,643万円の不足となり、過年度分損益勘定留
保資金及び当年度消費税資本的収支調整額で補填します。

平成25年度上天草市水道事業会計決算
の認定について
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上天草総合病院

庶務係

0969-62-1122

財政課

財政係

0964-26-5528

産業雇用創出課

6次産業推進係

0964-26-5532

総務課

総括係

0964-26-5526

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項
の規定により、平成25年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公
債費比率及び将来負担比率の4指標並びに公営企業等における資金不足比
率について報告するものです。

　パライゾ上天草株式会社に対しては、上天草市から約7割を出資してい
ます。地方自治法第243条の3第2項の規定により、地方公共団体が2分の1
以上出資している株式会社は、その経営状況を説明する資料を議会に提
出しなければならないこととなっています。このため、パライゾ上天草
株式会社の平成25年度決算に関する書類及び平成26年度事業計画に関す
る書類を提出するものです。

平成25年度決算に基づく健全化判断比
率及び資金不足比率の報告について

パライゾ上天草株式会社の経営状況を
説明する書類の提出について

人権擁護委員の候補者の推薦につき意
見を求めることについて
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　地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成25年度上天草市立上天
草総合病院事業決算について認定を求めるものです。総収入は、34億
9,734万円で前年度比2,303万円減となりました。総費用は、34億2,769万
円で前年度比170万円減となり、収益的収支で6,965万円の純利益となり
ました。資本的収支は、収入が5億7,482万円、支出が7億3,728万円で不
足額1億6,246万円となりますが、不足分については、過年度損益留保資
金8,169万円、当年度損益留保資金5,907万円、当年度分消費税資本的収
支調整額2,170万円で補填します。

平成25年度上天草市立上天草総合病院
事業会計決算の認定について

22

23

24
　人権擁護委員の任期満了に伴い、候補者を法務大臣に推薦するに当た
り、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるもので
す。


